
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年３月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２広第４５号 

事故等種類 運航阻害 

発生日時 平成２４年１月９日 ０７時２０分ごろ 

発生場所 広島県大崎上島町木江港北東方沖 

 木江港宇浜防波堤南灯台から真方位０６３°０.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１４.４′ 東経１３２°５５.７′） 

事故等調査の経過  平成２４年３月２６日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（広島事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ケミカルタンカー 第５２児島
こ じ ま

丸、４９９トン 

 １３４１２７、児島商船株式会社 

 乗組員等に関する情報 機関長、三級海技士（機関） 

 死傷者等 なし 

 損傷 発電機原動機（以下「補機」という。）用過給機の潤滑油ポンプ破損 

 事故等の経過  本船は、船長及び機関長ほか３人が乗り組み、平成２４年１月８日

１６時１５分ごろ木江港港外に着いて投錨した。 

 本船は、翌９日早朝、荷役ターミナルに移動するため、０７時００

分ごろ、補機を始動して船内電源の供給を停泊用発電機から補機に切

り換え、揚錨を開始したところ、０７時２０分ごろ、木江港宇浜防波

堤南灯台から真方位０６３°０.６Ｍ付近において、煙突から真っ黒

な煙を大量に噴出するようになった。 

 本船は、船内電源の供給を停泊用発電機に戻して補機を停止し、揚

錨をやめて荷役ターミナルへの移動を延期して錨泊を続けた。 

 本船は、その後、補機過給機の潤滑油ポンプが破損していることが

判明したので、１月１６日に仮修理を行って運航に復帰し、２月１６

日に修理を完了した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北～北北東、風力 ２ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 本船は、船内電源供給用の発電機が、主機ベルト駆動の軸発電機、

補機及び停泊用ディーゼル発電機の計３台あり、どの発電機でも単独

で運航に必要な船内電力を供給することが可能であった。 

 補機過給機の潤滑油ポンプは、同過給機の内部に組み込まれてお

り、本インシデント後、軸受メタルが焼損して同ポンプが破損に至っ

たことが分かった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

不明 



 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

あり 

なし 

 本船は、木江港北東方沖で揚錨する際、補機過給機の潤滑油ポンプ

の軸受が焼損したことから、同ポンプが破損して補機の運転ができな

くなり、運航が阻害されたものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、木江港北東方沖で揚錨する際、補機過

給機の潤滑油ポンプの軸受が焼損したため、同ポンプが破損して補機

の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・補機過給機潤滑油ポンプの軸受メタルを定期的に新替えするこ

と。 

 




